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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈2024年度特殊勤務手当見直し経過措置による新規採用職員等手当減額問題〉

新採用職員等の不当な減額を撤回させ、
10月満額支給を勝ち取る！ 

2024年度特殊勤務手当の見直しに伴い2024・2025年度新規採用職員等における手当が不当にも一律減額適用された問題については、８月19日(火)の第２回交渉の結果、機構本部は組合側の要求を全面的に認め、対象新採職員等の昨年度からの手当減額分について満額補填するとともに、今後は対象の他の職員同様、手当を満額支給することを確認したことは前回ニュースでお伝えしましたが、その後理事会の了承を得て、10月の給与支給において、減額分の満額補填と対象手当は満額支給されます。
[bookmark: _Hlk205820401]今回の機構本部の回答は、組合と機構本部との粘り強い交渉・折衝を通じて、組合側から、不当・不合理にも減額措置の対象となった新採職員に関しても、2024年4月当初に遡って規程の本則に則った取扱いにするよう附則で定めるように提案したことを全面的に受け止めさせたものであり、現場から真っ当な声を上げることで問題の解決につながることが示されました。
9月29日付けで当組合と機構本部の間で下記の内容で確認書が取り交わされました。
組合と機構本部で取り交わした確認書の内容



〇　令和５年度の特殊勤務手当見直し時に設けた経過措置について、新手当の経過措置対象となっている令和６年度及び令和７年度の新規採用職員及び改正後の手当の支給対象となる業務に新たに従事することになった令和６年度と令和７年度の転入職員に対して、旧手当の支給を受けていた職員で新手当の支給対象にもなっている職員に支給されている手当額との差額及び当該差額分に係る時間外勤務手当へのはね返り分を支給開始時まで遡って支給する。

なお、機構本部から今回の減額措置の対象者について、次ページの表のとおり情報提供がありました。[image: ]　　[image: ]


〈更衣にかかる労働時間の取扱いについて〉
前回ニュースで既報ですが、機構本部から、次のとおり被服貸与規程改正の提案が出ています。１　制度改正の趣旨
　　被服貸与の職種に貸与した被服の着用を義務付ける。
２　対応内容
　・被服貸与職種においては更衣時間を労働時間として認める。
　・更衣時間は原則としては正規の労働時間内に収めることを原則。
　・外来等に影響しない運用を検討する。
　・所属がやむを得ないと認める場合に限り、業務前後の更衣時間を時間外として認める。
　・時間外を命じられていない場合は、時間外の更衣時間を認めない。
　・更衣時間は更衣場所からの移動時間も含めて１回につき、一律５分を労働時間として認める。
　・宿直と日直の入れ替わりの際は、各所属・部署等の必要に応じて宿日直者それぞれの更衣時間１
回につき５分の時間外を認める。
　・昼休みなどにおいて外出する際の着替えは命じられて外出する場合を除き、労働時間として認めない。
◎上記提案に対しては、現場の職員の実態に即して次のように要求し、制度の改善を目指します。
１．更衣時間を労働時間と認める時間数について、一律5分とすることは、更衣場所から勤務場所までの移動時間を含めた場合、機構提案の5分では短すぎることから、10分とすること。
２．本件取り扱いに関連して、患者対応など診療業務開始が所定勤務時間から設定されている場合、更衣含めた機器の立ち上げなどの準備作業や、所定勤務時間終了後に行わざるを得ない業務の片づけなどの後作業についても、労働時間として扱うべきであり、シフト制などの対応していない場合、時間外として扱うことを徹底すること。
このことから、勤怠システムの打刻（入力）は、始業時は更衣前に、終業時は更衣後に行うことを徹底すること。
なお、所属等によりシフト制を新たに導入する場合、当該所属等の職員の保育園の送迎等における不利とならないよう配慮することとし、当組合と協議すること。
[bookmark: _Hlk210140007]３．本件取り扱いの適用開始にあたっては、該当する職員全員に周知を徹底し、各病院および各セクションの運用方法を確認できるようにすること。
４．更衣に必要な時間数（移動時間含む）について、各所属等での実態を引き続き検証し、労使で継続して協議すること。

2025年度(2024年8月～2025年７月)の当組合の活動について
今年は特に定期大会を開催しないため、2025年度(2024.8～2025.7)の活動報告については、第17回自治労県職連合定期大会(9.19開催)での当組合の活動報告を以て替えさせていただきます。
１　主な取組
県立病院機構労組は昨年度から今年度にかけ、続けて3つの大きな課題に取り組み、成果を上げることができました。これは県職連合からの支援・助言も受けて進めることができたものでもあり、2023年にも宿日直問題での県庁を通じた働き掛けなど側面支援をいただいたことと合わせ、感謝します。
(1)  2023年度の特勤手当見直し交渉に対する取組
病院機構の全面的な見直し提案により、労使交渉が紛糾したことから、看護職が大半の全労連病院労組など他労組は合意したものの、自治労病院労組は昨年2月の最終交渉までに合意できませんでした。
これは医療専門職の臨床工学技士や検査技師などの月額手当について、職種別に基本給を補完する旧調整額の代替として、趣旨が異なる特勤手当制度に中に労使合意のうえ組み入れた月額手当にもかかわらず、病院機構は特勤手当の趣旨にそぐわないとし、事実上代償措置なしに廃止する一方的不利益変更の提案を受けたことによります。
このため、異例の取組として、同3月に労働組合法に基づく労使紛争の調停機関である県労働委員会にあっせん申請を行い、県労働委員会の仲介・調整の下、3回のあっせん期日を重ね、昨年9月に当労組としては不満を残しつつも、一定の改善案の提示を得たことにより、合意に達することができました。
(2)  人勧期の賃金確定交渉の取組
コロナ５類移行後の県立病院の赤字問題から、県立病院の独法化以降、労働条件の県準拠の原則にもかかわらず、人勧完全実施は困難とし、10月以降実施の提案がありました。
この赤字は、コロナ禍後における国のコロナ対策に係る医療機関への補助金の削減と、コロナ患者を重点的に受け入れてきた公立病院のコロナ禍後の患者の減少による収益の悪化によるものですが、県立病院機構経営陣は当然想定・対策すべきこの事態に無策であったことの経営責任を職員に転嫁するのは不当として、その経営責任を強く追及しました。
その結果、経営陣としての責任を表明させるとともに、経営幹部の報酬削減を実施させたことに加え、4月からの完全実施は困難でしたが、6月から実施を勝ち取りました。

(3)  特勤手当見直しにおける他労組との合意のみによる見直し強行に伴う、新採の手当減額問題に対する取組
上記（1）に関連して、今年度に入り、昨年度、今年度の新採に改定後の特勤手当が減額支給されていたことが判明しました。見直しで不利益を被る職員に対する経過措置の適用について、本来従前から在職する職員に対する経過措置であるにも関わらず、改定前の手当の段階的減額と改定後の手当の段階的支給という経過措置の後者のみが、本来対象外の新規採用職員にも、自治労との合意・説明もなく一律、機械的に適用されていました。
この不当、不合理な減額支給について、撤回、遡及しての支給を求めたところ、当初、機構側は法的には問題ないとの立場と、経過措置適用の誤りを認めることになる撤回に難色を示しましたが、自治労の正当な主張を踏まえた粘り強い交渉を重ねたところ、機構も実際上誤りを認め、撤回、遡及しての支給を勝ち取ることができました。

２　主要な会議等の開催および出席状況
（1）自治労病院労組第11回定期大会の開催：2024年11月７日
（2）自治労病院労組役員/運営委員会の開催(オンライン開催)：2024年9月11日、11月18日、11月22日、2025年１月９日、2月28日、４月23日、５月26日、7月28日
（3）各種代表者会議の出席：・第21回都道府県立病院対策会議：2024年10月11日～10月12　
　日・四県拡大県立病院会議：2025年１月24日～１月25日
３　活動報告
（1）自治労病院労組機関紙「ニュース」の発行：第140号(2024年９月18日)～第144号(2025年６月30日）
（2）自治労ユニCaféの開催
（3）2024年度基本要求アンケート調査の実施：2024年９月～10月
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〇　特殊勤務手当経過措置期間中の新規採用職員及び新たに業務に従事した職員（医師・看護師を除く）

１　新規採用職員

（金額は非常勤以外は月額）

在職者

単価A

新採用

単価B

(30%)

減額

影響額

B-A

対象者

在職者

単価A

新採用

単価B

(60%)

減額

影響額

B-A

対象者

放射線治療・放射線照射を患者

に直接接して行う業務を常例と

する放射線技師

全病院

常勤

契約

16,000 16,000 4,800△ 11,200 3 16,000 9,600 △ 6,400 8

2025採用１

名は５月採用

常勤

契約

16,000 16,000 4,800△ 11,200 1 16,000 9,600 △ 6,400 3

2025採用１

名は５月採用

非常勤 64 64 19 △ 45 2 64 38 △ 26 6

※時間単価

精神科患者相談援助を直接接し

て行う業務を常例とする社会福

祉士・精神社会福祉士

こども

/精神

常勤

契約

10,000 10,000 3,000 △ 7,000 1 10,000 6,000 △ 4,000 3

備考

結核菌汚染検体取扱い・結核患

者接触を直接的に行う業務を常

態とする臨床検査技師

循呼

種別

勤務

箇所

雇用

区分

改正後

手当額

2024年度 2025年度
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２　新たに業務に従事した職員

（金額は月額）

在職者

単価A

転入者

単価B

(30%)

減額

影響額

B-A

対象者

在職者

単価A

転入者

単価B

(60%)

減額

影響額

B-A

対象者

放射線治療・放射線照射を患者

に直接接して行う業務を常例と

する放射線技師

全病院

常勤

契約

16,000 16,000 4,800△ 11,200 1 16,000 9,600 △ 6,400 0

2024.4～

2025.1算定

重心障害児施設入所患者の理学

療法に直接従事することを常態

とする理学療法士

こども

常勤

契約

16,000 16,000 4,800△ 11,200 0 16,000 9,600 △ 6,400 1

2025.7～算定

精神科患者の作業療法に直接従事す

ることを常態とする作業療法士

こども

常勤

契約

10,400 14,320 3,120△ 11,200 0 12,640 6,240 △ 6,400 1

2025.6～算定

2025.5～算定

△ 11,200 0 16,000 9,600 △ 6,400 1

結核菌汚染検体取扱い・結核患

者接触を直接的に行う業務を常

態とする臨床検査技師

循呼

常勤

契約

16,000 16,000 4,800

種別

勤務

箇所

雇用

区分

改正後

手当額

2024年度 2025年度

備考
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